
問合せ先 

相模原市 広域行政課 

電話：０４２－７６９－８２４８ 

 

 

 

「指定都市を応援する国会議員の会」の開催結果について 

 

 指定都市市長会（会長：久元 喜造 神戸市長）は、５月１６日（金）、 

「指定都市を応援する国会議員の会」を開催し、意見交換を実施しました。 

 

１ 日 時 
  令和７年５月１６日（金）午前８時１５分～午前９時００分 
 
２ 場 所 
  衆議院第一議員会館 大会議室（地下１階） 
  （東京都千代田区永田町２丁目２－１） 
 
３ 出席者 
  指定都市市長 １７名 
  指定都市を応援する国会議員の会会員 １４７名（代理出席含む） 
 
４ 内 容 

（１）日本の持続的発展に必要な多極分散型社会の実現について 
（２）地方分権改革の推進について 
（３）多様な大都市制度の早期実現について 
上記３テーマについて、指定都市市長が説明した後、意見交換を行いました。 
※説明資料は、添付をご覧ください。 

 
５ 事務局問合せ先 

指定都市市長会事務局 渡邊／井熊 
ＴＥＬ：０３－３５９１－４７７２ 
ＦＡＸ：０３－３５９１－４７７４ 

令和７年５月１６日 

相模原市発表資料 

同時発表 
指定都市市長会、相模原市 



日本の持続的発展に必要な

多極分散型社会の実現について

指定都市市長 会 会長

神戸市長 久元 喜造

令和７ 年５ 月16日

資料３
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出生数の推移

出典: 令和５ 年( 20 23 ) 人口動態統計月報年計（ 概数） の概況（ 厚生労働省）

少子化と 人材不足の急激な進展



自治体の消滅可能性

3

※人口戦略会議資料（ 令和6（ 2024） 年4月24日公表） を 基に作成

状況自治体数分類

2050年までに若年女性人口が半減以下744消滅可能性

他地域からの人口流入に依存出生率低い25ブラックホール型

将来も自治体が持続する可能性が高い65自立持続可能性

上記分類には該当しないが減少傾向895その他

各自治体における 行政サービス の維持が困難に



東京都への一極集中

出典） 住民基本台帳に基づく 人口、 人口動態及び世帯数（ 総務省）

人口の圧倒的な「 社会増」

4

＋74千人



5出典: 令和3年経済センサス-活動調査（ 総務省・経済産業省）

大企業（ 資本金10億円以上） の集中

東京都への一極集中



出典：時系列統計データ（日本銀行）より作成

東京都

関東(東京都除く)

近畿

北陸・中部

(上から)
九州・沖縄
中国・四国
北海道・東北

兆円

東京都への一極集中

6

一般預金残高（ 国内銀行） の集中
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東京都への一極集中

出典： 令和７ 年度（ 2025年度） 東京都予算案の概要（ 東京都）

○ 手厚い子供・子育て支援
・ 保育料の第一子無償化（ 第一子無償化にかかる 予算＋279億円）

・ 018サポート （ ０ 歳から 18歳へ月5,000円を支給（ 1,227億円）

・ 子育て世帯へのアフォ ーダブル住宅提供に向けた官民連携ファ ンド の立上げ（ 100億円）

○ 高等学校等の授業料無償化
・ 私立高等学校等特別奨学金補助（ 643億円）

・ 都立高等学校等の授業料実質無償化（ 授業料相当分を都が実質負担24億円）

・ 東京都立大学等の授業料実質無償化（ 21億円）

○ 幅広い人材獲得施策
・ 都内の教員や技術系職員に対し 、 奨学金返済総額の1/2を負担（ 2026度～）

・ 介護職員、 介護支援専門員の居住支援に係る 特別手当（ 285億円）

・ 医療機関に勤務する 看護職員等の宿舎の借上げ支援（ 39億円）

財政力が豊かな東京都は独自の施策を展開



8

東京都への一極集中によ る リ ス ク

〇 東京への財・ サービ ス の集中によ り 、 人口流出が加速化

〇 地方都市の活力低下が深刻化

〇 地方都市の人口減少、 消滅可能性自治体の増加

自治体間の格差の拡大

発災時における 社会経済活動への影響

〇 大規模な 自然災害やパン デミ ッ ク の発生時は、 社会経済活動に重大な 影響が生じ る 可能性

⇒ 多極分散型社会への移行が必要



（ 事例）
• 一般廃棄物処理施設の広域連携
• 消防指令業務の共同運用
• 病院の再編統合

（ 事例）
• RPA活用によ る 事務処理の自動化、 効率化
• 生成AI活用によ る 文章作成、 FAQ整備
• アプリ ケーショ ンを通じ た情報共有や情報管理

基礎自治体におけ る 取り 組み

9

DXの推進によ る 業務の標準化・ 効率化

⇒少ない人数でも 業務を 担える 体制を 構築

⇒施設の共同利用や事務の共同処理によ る 効率化

行政サービス 維持のために限ら れたリ ソ ース を最大限に活用

自治体間の連携によ る 行政サービス の維持・ 効率化



自治体間の多様な 連携に向け て

10

大都市の役割を最大限発揮でき る 仕組みの構築が必要

⇒ 地方自治制度の改革が求めら れる



指定都市市長 会

横浜市長 山 中 竹 春

地方分権改革の推進について

令和 7年 5月16日

資料４
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こ れま での地方分権改革

地方分権改革の理念を 構築
ー国・ 地方の関係が上下・ 主従から 対等・ 協力へ

国主導によ る 集中的な取組
ー時限の委員会によ る 勧告方式

地方全体に共有の基盤制度の確立
ー機関委任事務制度の廃止
ー国の関与の基本ルールの確立

法的な自主自立性の拡大
ー自治の担い手と し ての基礎固め

地方分権推進に向けた世論喚起
ー地方分権の意義を普及啓発

個性と 自立、 新たなス テージへ
地方分権改革の更なる 展開

改革の理念を 継承し 発展へ
ー個性を活かし 自立し た地方をつく る

地方の発意に根ざし た息の長 い取組へ
ー地方から の「 提案募集方式」 の導入
ー政府と し ての恒常的な推進体制の整備

地方の多様性を 重んじ た取組へ
ー連携と 補完によ る ネッ ト ワ ーク の活用
ー「 手挙げ方式」 の導入

真の住民自治の拡充
財政的な自主自立性の確立

ー連携と 補完によ る ネッ ト ワ ーク の活用

改革の成果を 継続的・ 効果的に情報発信
ー住民の理解と 参加の促進
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3



4



 

 

 

都道府県

市町村

救助実施市
(指定都市の
中から 指定)

避難所の設置
応急仮設住宅の供与等

都道府県知事
によ る 調整

＜改正後＞

5



提案

6
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提案



指定都市市長 会

多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 担当市長

川崎市長 福 田 紀 彦

多様な大都市制度の早期実現について

令和 7年 5月16日

－特別市の法制化の必要性－

資料５



我が国の地方自治制度の歴史

1我が国の地方自治の構造は硬直的で、 環境変化に対応でき ない状況

明治 4（ 1871） 年 廃藩置県 全国に305府県

明治21（ 1888） 年 県の大合併 47道府県の形が確立 15,859市町村

昭和22（ 1947） 年 地方自治法施行・ 一層制の特別市制度創設

昭和31（ 1956） 年 地方自治法改正・ 指定都市制度の成立

令和 7（ 2025） 年 現在 47都道府県 1,741市区町村

６ ５ 年以上、

指定都市制度は変わっ ていない

１ ３ ０ 年以上、

県の形、 二層制の体制は変わっ ていない
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 我が国の総人口は2008年をピ ーク に減少局面に転じ ており 、 約50年後の2070年には現在の７ 割に減少し 、
65歳以上人口がおよ そ４ 割を占める と さ れている

 令和６ 年４ 月の人口戦略会議の分析レ ポート によ る と ,全国の４ 割にあたる 744自治体が「 消滅可能性自治体」
と さ れた

 首都直下地震等の大規模災害や新たなパンデミ ッ ク など の際には、 社会経済活動に重大な影響を及ぼす可能性

 我が国の経済が長 期にわたり 停滞し 、 国際的地位も 低下

 我が国全体の成長 を促すためには、 個別最適と 全体最適を両立でき る 圏域を形成する と と も に、 多極分散型社会
の実現が重要

我が国に対する 危機意識

▎ 人口減少時代の到来

▎ 東京都への一極集中のリ ス ク

▎ 我が国の経済の停滞



3

人口減少時代に基礎自治体に求めら れる 役割

▎ 基礎自治体の役割の重要性

▎ 業務の標準化・ 効率化

 シス テム標準化やデジタル技術の活用によ る 効率化 
 少ない人員で事務を行える 体制に 

▎ 外部資源の活用や共同利用等

 自治体間の連携等によ る 行政サービス を維持・ 効率化 
 施設の共同利用や共同処理など 

さ ら なる 業務の標準化や外部資源の活用等が重要

 住民に一番身近な基礎自治体ができ る 限り 行政サービス を担う  

 住民がよ り 良い行政サービス を受ける ためには、 それを提供する 自治体が地域のニーズを把握し 、
それに基づき 施策の決定・ 実施する こ と が重要 

基礎自治体の役割

人口減少時代において、 今後さ ら に重要と なる 事項



人口減少時代に広域自治体に求めら れる 役割

▎ 広域自治体の役割の変化

4

都道府県は、 市町村間の連携が困難な地域の自治体の補完・ 支援を 積極的に行う こ と が求めら れる

人口減少時代における 都道府県の役割の変化

持続可能な形で地域に行政サービス を提供する ためには、
広域自治体が果たす役割が変化し ていく こ と を想定する 必要

（ 事務量）

Ａ 市 Ｃ 市 Ｄ 市Ｂ 市

市町村が担う べき
最低限の事務量単独で担えない

行政事務の範囲

こ れま で一般の市町村が担ってき た役割を

都道府県が担っていく 可能性も 想定する こ と が必要

▎ 市町村が単独で担えない行政事務が発生する 恐れ
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都道府県と 市町村によ る 画一的な二層制から の脱却など 、
地方行政推進体制のあり 方を抜本的に見直すこ と が必要

都道府県

国

市町村 市町村市町村

現在

都道府県

国

市町村 大都市市町村

今後

基礎自治体
同士の連携

市町村間の連携が困難な
地域の支援に注力

地方行政推進体制のあり 方の見直し の必要性

▎ 画一的な二層制から の脱却



個別最適と 全体最適

 人口の増加や都市の拡大に伴い増加する 行政課題に対し 、 個々の自治体が新たな政策や取組の

工夫等によ り 対応する など、 個別最適を追求

 行政の課題解決手法が成熟し 、 自治体同士がネッ ト ワ ーク で結ばれる よ う になったこ と で、

全体最適の支障と なる 行政サービス の質や水準に直結し ない業務のカス タ マイ ズは避ける こ と が必要

 その上で、 標準化さ れた共通基盤を用いて、 効率的にサービス を提供する 体制の構築が必要

 個々の自治体の個別最適を追求し ながら も 、 圏域での全体最適を図る こ と が必要

▎ 人口増加の時代

▎ 人口減少によ り 個々の自治体が維持でき る サービス や施設等が縮減する 時代

6

自治体連携によ る 圏域における 取組の重要性

▎ 圏域の形成と マネジメ ント の重要性

個別最適と 全体最適を両立でき る 圏域形成・ マネジメ ント の仕組みが必要
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▎ 住民に身近な基礎自治体と し ての役割

▎ 圏域における 中枢都市と し ての役割

▎ 先端都市と し て都市行政を先導する 役割

 都市圏全体の活性化、 発展のための牽引役と なる  
 人が集ま り 活動を生むフィ ールド を創出していく  
 魅力ある ま ちを増やし 、 多極分散型社会の構築を目指していく

 社会経済環境の変化に的確に対応し 、 大都市と して多く の住民に対して、  
  福祉・ ま ちづく り ・ ごみ処理・ 義務教育・ 消防などの 
  住民に密着し た行政サービスについて、 効率的かつ効果的に提供していく  

 住民ニーズの把握から 意思決定ま でのス ピード を高めていく

 環境問題や安全・ 安心の問題など、 都市的課題に対し 、 先駆けて施策を打ち出す 
 都市行政の先端都市と して全国をリ ード していく  
 都市の国際競争力を強化し 、 世界を引き つける 都市の魅力向上を図っていく

大都市の役割を最大限発揮でき る 仕組みの構築の必要性

▎ 大都市の役割



※１ ベルリ ン、 ブレ ーメ ン、 ハンブルク ※３ ト ロ ント 、 オタ ワ 、 ハミ ルト ン等 ※５ 済州等 ※７ ソ ウ ル
※２ ミ ュ ンヘン等 ※４ マンチェ ス タ ー、 リ バプール等 ※６ 世宗 ※８ 釜山、 大邱、 仁川等

世界における 大都市制度

連邦政府

ド イ ツ

州

市町村大連合

特
別
市

群

市町村
小連合

市
町
村

都
市
州

行政区

世界では独立性の高い大都市が活躍でき る 制度によ り 経済成長 を牽引

連邦政府

カナダ

カ
ウ
ン
テ
ィ

シ
テ
ィ
、
タ
ウ
ン
、

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
、

タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

一
層
制
自
治
体

リ
ー
ジ
ョ
ン

シ
テ
ィ
、
タ
ウ
ン
、

ビ
レ
ッ
ジ
等

州

イ ングラ ンド

特
別
市

ロ
ン
ド
ン
市

Ｇ
Ｌ
Ａ

ユ
ニ
タ
リ
ー

中央政府

デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト

自
由
区
シ
テ
ィ

カ
ウ
ン
テ
ィ

韓国

特
別
市

市 郡
自
治
区

道

自
治
区

郡

広
域
市

中央政府

広域自治体

基礎自治体

※１

※２

※３

※４

特
別
自
治
市

特
別
自
治
道

行政区

※５ ※６
※8※7

8
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新たな大都市制度「 特別市」 の提案

 現在の政令指定都市の制度

 事務と 財源のアンバラ ンス
や二重行政等に課題

指定都市制度
（ 現在の制度）

 指定都市等の市町村を廃止、
特別区に再編

 事務・ 財源を再編し 、
二重行政を解消

 都道府県の区域外と なる
新たな地方自治体を設け、
二重行政を解消

二層制 二層制 一層制

特別区設置制度
（ いわゆる 都構想）

特別市制度
（ 法制化を目指すも の）

大都市制度

地域の実情に応じ て
ふさ わし い大都市制度を選択でき る よ う にすべき

法制度化への提案

1956年創設 2012年創設

▎ 新たな大都市制度の創設
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 広域自治体に包含さ れない一層制の地方公共団体

 現在、 道府県が指定都市の市域において実施し ている 広域自治体の事務と 、 基礎自治体と し て市が担っている
事務を統合し 、 住民に身近な基礎自治体が一元的に担う こ と で、 効率的かつ機動的な都市経営の実現を可能
と する 新たな地方自治の仕組み

特別市制度の概要

国

市町村

特別市

行政区

一
層
制 連携強化

特別市

道府県が担う
事務を統合

道府県
【 新たな一層制自治体】

国

市町村

【 広域自治体】

行政区

指定都市

現在

道府県

【 基礎自治体】

二
層
制

▎ 新たな大都市制度「 特別市」 について
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特別市制度

４ Gから ５ Gへ

大規模災害
対策

デジタ ル化
対応

社会資本の
老朽化対応

人口減少、
少子高齢化対応

経済活性化

安全・ 安心の
ま ちづく り 感染症対策

環境問題への対応

特別市の実現は、 行政サービス 向上のためのプラ ッ ト フ ォ ーム改革

大都市が基礎自治体と し て解決すべき 様々な行政課題

特別市実現はプラ ッ ト フ ォ ーム改革

▎ プラ ッ ト フ ォ ーム改革のイ メ ージ



特別市の権限と 人口減少時代に果たすべき 責務

特別市は、 市域内の事務の一元的な行政権限を有する

特別市は、 市域内の地方税の全てを 賦課徴収する

12

  我が国の危機的状況が見込ま れる 中、  

      行政サービ ス の充実や都市の成長 によ る 成果を 、  

      市民はも と よ り 、 周辺自治体も 含めた圏域、 さ ら には日本全体に還元していく  

▎ 特別市の成果を市域外にも 広く 還元

▎ 特別市が果たすべき 責務

▎ 特別市の権限
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日本全体

特別市

効率的な行政サービ ス の提供
積極的な施策展開

近隣市町村
都道府県

水平連携の促進

グロ ーバルな都市間競争
国際競争力の向上

大都市が十分な活力を
備え、 諸外国の大都市と
グロ ーバルな競争と 共存
の関係を築く

連携強化

グロ ーバルな視点

圏域

大都市を中心と し た
自治体間の連携強化に
よ る 圏域の発展

近隣市町村や都道府県

広域にま たがる 業務を
特別市が近隣市町村や
都道府県と 連携し 実施

市民

二重行政を完全に解消し
効率的かつ機動的な
大都市経営を可能に

圏域・ 地域全体の活性化

多極分散型社会の実現
我が国全体の発展に貢献

特別市がも たら す効果

▎ 人口減少時代に対応する ための大都市の姿

国家戦略と し て取り 組むべき
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特別市の実現によ る 道府県と の役割分担・ 連携

道府県と の連携の考え方

【 特別市】 圏域の状況に応じ て、 近隣自治体等と の水平連携の中心的役割を 果たす

【 道府県】 市町村間の連携が困難な地域の自治体に対する 垂直補完の役割を 果たす

道府県と の具体的な役割分担

特別市と 道府県がそれぞれの役割に注力・ 連携する こ と で、
日本全体における 持続可能な行政サービス の提供が可能に

▎ 道府県と の役割分担や連携によ る 持続可能な行政サービス の提供

 特別市と 都道府県が共同で事務処理を行う 仕組みや、 特別市を中心と し た広域連携の仕組み
の構築も 視野に入れて、 広域連携を促進 

▎ 大胆な制度改革も 視野に、 さ ら なる 広域連携を 促進



総務大臣へ要請活動（ 令和６ （ 2024） 年11月）

１

特別市の法制化に向けて

次期地方制度調査会における 調査審議に関する 指定都市市長 会要請

【 要請のポイ ン ト 】

 次期地方制度調査会に向けた検討を進める 際には、 研究会の設置など によ り 、

現場の実情を知る 指定都市に対し て、 あら かじ め十分な意見聴取を行う こ と

15

我が国を取り 巻く 危機的な状況と 将来をし っかり と 見据え、 次のこ と を要請

人口減少時代を見据えた多様な大都市制度の早期実現に関する 提言（ 素案）２

【 提言（ 素案） のポイ ン ト 】

人口減少時代など我が国に対する 危機意識を踏ま え、 次の趣旨でと り ま と め

 道府県、 市町村の役割分担を含む地方行政体制の整備を行う と と も に、

長 年にわたり 変わら ない我が国の地方自治制度のあり 方を抜本的に見直すこ と が必要

 持続可能な社会や我が国全体の成長 に繋がる 地方自治制度の再構築を図る 仕組みの一つと し て

新たな大都市制度である 「 特別市」 の早期法制化を提案

今後、 幅広い関係者と 意見交換を行い、 令和７ （ 2025） 年度中の提言策定を目指す

総務大臣へ説明（ 令和６ （ 2024） 年11月）

 指定都市が果たす役割や大都市制度のあり 方について、

次期地方制度調査会において調査審議を行い、 特別市の法制化に向けた議論を加速する こ と



総務省ワ ーキンググループ

人口減少下において、 地域の担い手を 含めた資源の不足や偏在が深刻化する 中で、

自治体の行財政のあり 方を 持続可能なも のにし ていく ため、

具体的な課題の整理及び対応の方策について幅広く 議論する ための研究会

大都市に特有の行政課題に対応する 観点から 、 大都市に関する 制度や大都市圏域での取組に関し  

具体的な課題の整理及び対応の方策について幅広く 議論を 行う ためのワ ーキン ググループ 

大都市における 行政課題への対応に関する ワ ーキンググループ

令和６ （ 2024） 年11月設置

令和６ （ 2024） 年12月設置

※ 指定都市市長 会はオブザーバーと し て参加

▎ 「 持続可能な地方行財政のあり 方に関する 研究会」 (総務省)
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【 第２ 回ワ ーキン ググループ（ 令和７ （ 2025） 年１ 月開催） 】

指定都市市長 会と し て、 指定都市制度、 「 特別市」 制度に関する ヒ アリ ングに対応



平成22（ 2010） 年５ 月～ 特別市制度の創設等について国など に継続し て要望

令和２ （ 2020） 年11月 「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 を 設置

令和３ （ 2021） 年11月 特別市の必要性や法制化案等の最終報告と り ま と め

令和４ （ 2022） 年４ 月～ 新たに「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 設置
（ 13市長 が参加 令和６ （ 2024） 年4月現在）

特別市の法制化に向けて機運醸成の取組を 展開

指定都市市長 会の取組

▎ 指定都市市長 会と し ての取組経過

指定都市の市長 が一体と なって、
多様な大都市制度の早期実現を目指す 17

多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト
（ 令和６ （ 2024） 年11月）



指定都市市長 会シンポジウ ム
（ 令和7（ 2025） 年2月）

我が国の危機意識を共有し 、 将来を見据えた議論を展開

18

経済同友会「 地域共創委員会」 と の意見交換
（ 令和7（ 2025） 年1月）

「 指定都市を応援する 国会議員の会」
役員懇談会（ 令和5（ 2023） 年11月）

関係者と の意見交換の状況

▎ 関係者と の意見交換



R７ .5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月～

国等の動向

大都市制度のあり 方について
次期地方制度調査会の諮問事項と さ れる よ う 、

国に対する 働き かけなど、 お力添えをお願いし たい

多様な大都市制度の早期実現に向けて

19

指定都市市長 会で一体と なっ た提言・ 要請活動を 実施予定

●総務省の研究会、
ワ ーキンググループ
と り ま と め

次期地方制度調査会の動向を注視

重要と なる 期間

▎ 特別市の法制化に向けた機運醸成



参 考 資 料



 指定都市市長 会では、 令和３ 年11月に「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 最終報告書」 をと り ま と めた。

 同報告書では、 特別市制度の概要及び必要性・ 効果、 第30次地方制度調査会で指摘さ れた課題への対応（ 考え方）

を整理をし た。

 指定都市市長 会で「 人口減少時代等を見据えた多様な大都市制度の早期実現に関する 提言（ 素案） 」 をと り ま と め

る こ と に伴い、 改めて、 指定都市市長 会「 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 」 において議論を行い、 こ れま での

特別市における 議論や整理を踏ま えて、 追加説明が必要な事項に関し ての考え方（ 素案） を整理し た。

１ 指定都市制度における 具体的な支障事例

２ 新たな大都市制度と し ての「 特別市」 の必要性

３ 特別市がも たら す経済成長
４ 特別市の制度内容等に関する こ と

４ －１ 区の住民代表機能の考え方

４ －２ 特別市の移行に向けた住民投票の考え方

４ －３ 広域事務、 連携のあり 方（ 警察事務含む）

４ ー４ 税財政制度のあり 方

４ －５ 道府県有施設の取り 扱い

【 今回整理を 行った主な事項】

趣旨

21

こ れま での特別市の議論や整理を踏ま えて、 追加説明が必要な事項



 指定都市制度は、 不明確な役割分担等によ る 道府県と 指定都市間の二重行政が存在する と と も に、 指定都市市民

は、 行政サービ ス の多く を指定都市から 受けている にも 関わら ず、 その経費を 道府県税と し て負担し ており 、 受

益と 負担の関係にねじ れが発生

 指定都市は、 大都市と し て、 多種多様な行政課題に対応し ている にも 関わら ず、 その能力・ 役割に見合った権限

と 財源を十分に持っておら ず、 効率的かつ機動的な大都市経営ができ ていないと いう 課題が発生

 指定都市制度の課題は、 道府県と 指定都市の二層制の構造上の問題であり 、 個々の権限移譲の推進（ 実質的特別

市） では、 解決でき ない課題である 。

こ れま での議論や整理

具体的な支障事例

 道府県の関与によ り 、 道府県と の調整や確認に時間を要する など 、 迅速かつ的確な政策展開の支障と なっている 。

・ 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症など 大規模な危機事象への対応 ・ 都市計画事業の認可など 土地の使用・ 管理

・ 私立幼稚園の設置認可・ 指導など 道府県と 市の類似業務 ・ 医療計画など 道府県計画によ る 制限 など …

 指定都市の市民から は、 交通安全対策の標識に関し て「 規制」 と 「 安全対策」 の項目で権限が異なり 、 相談窓口が分

かれている ため、 住民ニーズへの迅速な対応が図れていないと の声が多数挙がっている 。

 企業誘致等によ る 税収効果のう ち、 法人事業税など税源涵養効果の一部は道府県税と なっており 、 魅力的なま ちづ

く り によ る 税収増が地域や新たな再開発等へ還元・ 循環でき ず、 効果的な都市や圏域の成長 に繋がら ない。

PLUS  １
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１ 指定都市制度における 具体的な支障事例



 指定都市の市民は、 受益と 負担の関係にねじ れが発生し ている などの課題

 特別市は、 二重行政を完全に解消し 、 効率的かつ機動的な大都市経営を可能と し 、 市民サービ ス を向上

 特別市の実現によ り 、 圏域・ 地域全体の発展・ 活性化、 我が国の更なる 成長 等に繋げる こ と が可能

 指定都市制度と 特別区設置制度が法制化さ れている 中、 地域の実情に応じ て大都市制度を選択でき る よ う にする

ため、 新たな大都市制度と し て、 「 特別市制度」 の法制化が必要

こ れま での議論や整理

23

２ 新たな大都市制度と し ての「 特別市」 の必要性

考え方

 人口減少社会等において持続可能な行政サービ ス の提供等が求めら れる 中、 特別市の実現によ って、 特別市と 道府

県がし っかり と 役割分担を行い、 それぞれの役割に注力する こ と で、 日本全体における 持続可能な行政サービ ス の

提供に繋がる 。

 広域事務については、 都道府県と の役割分担のも と 、 都道府県と 特別市の連携、 特別市と 他の基礎自治体同士の連

携を促進する こ と が可能と なる 。 さ ら には、 道府県域をま たぐ 広域連携が促進さ れる 。

 高次の都市機能が集積し ていて、 道府県から の自立性が高い大都市は、 特別市への移行によ って、 よ り 自立し た大

都市経営を行う こ と が、 市民サービス 向上はも と よ り 、 我が国の発展・ 成長 にと っても プラ ス の効果をも たら す。

 指定都市移行の経過や地域特性なども あり 、 すべての指定都市が特別市に移行する こ と を前提と し たも のではない。

PLUS  １



 現場力を有する 特別市がその経験を活かし 広域にま たがる 業務を近隣市町村と 連携し て実施する こ と で、 圏域・

地域全体の発展及び活性化に繋がる 。

 特別市の導入によ り 我が国全体の成長 を牽引する 大都市が複数誕生し 、 個性と 魅力を競い合う 経済圏を作る こ と

は、 多極分散型社会の実現に繋がり 、 我が国全体の発展に貢献する と と も に、 地域経済圏域の発展に貢献

 特別市の創設によ り 、 大都市が我が国の更なる 成長 と 発展を牽引し 、 世界の大都市と の競争が可能

こ れま での議論や整理

考え方

 日本の大都市と し て十分な活力を備え、 地域の特徴・ 強みを活かし た分野において諸外国の大都市と グロ ーバル

な競争と 共存の関係を築く こ と で、 海外都市と の都市間競争や都市ブラ ンド の向上、 先端都市と し ての行政課題

の解決の実証フ ィ ールド と し ての魅力向上、 さ ら には、 強い経済圏の確立など の効果が見込める 。

 特別市をはじ めと し た力のある 大都市及び大都市圏域が我が国に複数誕生する こ と によ り 、 国内における リ ソ ー

ス の取り 合いではなく 、 グロ ーバルにも 企業や人、 投資を呼び込むなど、 東京一極集中の課題解決にも 寄与し な

がら 、 多極分散型社会を実現する 効果が期待でき る 。

 特別市は、 メ ガリ ージョ ンの活力を強化さ せる も のであり 、 人口減少社会等においても 複数の大都市圏域が我が

国の成長 を牽引し 、 持続可能な社会の実現に寄与し ていく こ と が期待さ れる 。

PLUS  １
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３ 特別市がも たら す経済成長 －多極分散型社会の構築によ り 東京一極集中の是正にも 寄与－



• 地域の特徴・ 強みを 活かし た分野において世界における 都市ブラ ン ド の向上、 先端都市と し

ての実証フ ィ ールド と し ての魅力向上

• 海外都市と のグロ ーバルな都市間競争や共存が加速し 、 グロ ーバルにも 企業や人、 投資を 呼

び込み、 強い経済圏を確立

• 自立し た大都市と し て、 効率的な行政サービ ス の提供や積極的な施策を展開

• 新たな投資が促進さ れ、 積極的な企業誘致や地域開発等も 可能と なり 、 施策の自由度の高ま

り と の相乗効果によ り 、 魅力ある ま ちづく り を 好循環に展開

Ⅰ
点の成長

• 自立し た大都市が形成する 圏域をマネジメ ン ト し 、 持続可能な行政サービ ス の提供と 圏域の

成長 を牽引

• 道府県と の役割分担や、 都道府県と 特別市の共同実施によ る 広域行政、 特別市と 他の基礎自

治体同士の連携によ る 広域連携の取組を 促進

Ⅱ
線・ 面の成長

• 大都市圏域が我が国に複数誕生する こ と によ り 、 多極分散型社会を実現

• 国内における リ ソ ース の取り 合いではなく 、 グロ ーバルにも 活躍し 、 多極分散型社会を 構築

する こ と から 、 東京一極集中の課題解決にも 貢献

Ⅲ
空間の成長

日本全体の成長

業務効率化

投資促進

技術革新

生産性向上

雇用創出

経済成長 の要素

多極分散

＋

我が国の持続可能な社会の構築と 経済成長 の好循環を実現
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３ 特別市がも たら す経済成長 具体的なイ メ ージ



 法人格を有し 、 公選の長 、 議会を備えた区を設置し て実質的に二層制と する こ と が必要と ま では言い切れない

が、 現行の指定都市の区と 同様のも のを設置する こ と では不十分【 指摘事項】

 過去の特別市制度に公選の区長 が存在し ていたよ う に、 何ら かの住民代表機能を持つ区が必要【 指摘事項】

 特別市における 区は、 法人格を有し ない行政区（ 市の内部組織）

 区は、 区の役割、 予算、 裁量等を拡充する こ と に併せ、 区長 の位置付けを強化する と と も に、 区行政に対する

議会の意思決定機能やチェ ッ ク 機能を強化

こ れま での議論や整理

考え方

 こ れま での議論や整理を踏ま え、 大都市の一体性を 確保し 、 迅速な意思決定を可能と する こ と を 考慮し ながら 、

次のこ と を前提と する など 、 住民代表機能を強化・ 担保し 、 区行政に対する 議会の意思決定機能やチェ ッ ク 機能

を強化する 。

・ 区内選出議員の市議会議員で構成する 区の常任委員会等を 設置

・ 区長 は、 議会同意が必要な特別職化を検討

 本件には、 市議会にも 多様な見解がある と 考えら れる こ と から 、 検討には十分な議論が必要である 。

PLUS  １
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４ －１ 区の住民代表機能の考え方



 多様な大都市制度実現プロ ジェ ク ト 最終報告書（ 令和３ 年11月） では、 住民代表である 市議会及び道府県議会の

議決を経る こ と 、 市民目線では市の区域が変わら ず、 新たな住民負担も 発生し ないこ と から 、 特別市の移行の意

思決定においては、 住民投票は制度化せず、 地域の実情に応じ て任意で実施する と 整理

 移行手続き については、 市議会及び道府県の議決を経た上で、 市と 道府県が共同申請する と 整理

こ れま での議論や整理

考え方

 特別市への移行によ り 、 指定都市の住民が道府県民でなく なる と いう 影響がある こ と 、 「 大都市地域における

特別区の設置に関する 法律」 では、 住民投票が必要と さ れている こ と を踏ま え、 住民投票の制度化にはさ ら な

る 議論を行う 必要がある 。

 特別市に移行する 市民には、 市の区域の変更や新たな住民負担は発生し ないが、 道府県の区域外と なる こ と や、

道府県知事や道府県議会議員の選挙権がなく なる と いった影響も 考えら れる 。

 一方、 特別市以外の道府県民には、 道府県が提供する 住民サービ ス 、 道府県の名称等を含め、 直接的な不利益

と なる 影響等は与えない。

 仮に住民投票が制度化さ れた場合には、 特別市への移行は、 特別市に移行する 基礎自治体のあり 方を問う も の

である ため、 住民投票を行う 範囲は「 市民」 を 前提と 考える べき である 。
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４ －２ 特別市への移行に向けた住民投票の考え方



 現場力を有する 特別市がその経験を活かし 広域にま たがる 業務を近隣市町村と 連携し て実施し 、 圏域・ 地域全体の

発展・ 活性化に繋がる

 警察事務について、 特別市の区域と それ以外の区域に分割さ れる こ と になる が、 広域犯罪への対応に懸念【 指摘事項】

こ れま での議論や整理

考え方

 特別市は、 市域内の地方税の全てを賦課徴収する と と も に、 一元的な行政権限を有する ため、 我が国の危機的

な状況が見込ま れる 中、 行政サービス の充実や都市の成長 によ る 成果を、 市民はも と よ り 、 周辺自治体も 含め

た圏域、 日本全体に還元し ていく 。

 人口減少社会等を背景と し て、 自治体間の広域連携がこ れま で以上に重視さ れる 中、 特別市と 都道府県が共同

で事務処理を行う 仕組みや、 特別市を中心と し た広域連携の仕組みの構築など 、 大胆な制度改革も 視野に入れ

た制度設計が求めら れる 。

 警察事務について、 特別市は道府県の区域外と なる こ と から 、 特別市公安委員会及び特別市警察本部の設置を

前提と し ながら 、 かつて、 自治体警察が存在し ていたも のの、 広域犯罪等への対応も 考慮し 、 現在の警察法に

よ り 、 都道府県警察に移行し た経過も 踏ま え、 国等の判断によ っては、 公安委員会・ 警察本部を道府県と 特別

市が共同設置する 方法も 考えら れる 。
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４ －３ 広域事務、 連携のあり 方（ 警察事務含む）



 特別市は、 全ての道府県税、 市町村税を賦課徴収する こ と と なる ため、 周辺自治体に対する 道府県の行政サービ

ス の提供に影響する 可能性【 指摘事項】

 特別市移行に伴い、 広域自治体において財源不足が生じ る 場合には、 必要な財政需要については、 一義的には地

方交付税によ り 措置

 特別市は、 圏域において連携の中心的な役割を 果たし 、 地域の実情に応じ て、 広域にま たがる 業務を近隣市町村

と 連携し て実施

こ れま での議論や整理

考え方

 特別市は地方税を一元的に徴収する 。 地方税財政制度は、 地方自治制度を財政面から 支える も のである ため、

道府県から 権限移譲さ れる 事務事業に応じ た財源配分が行われる も のである 。

 広域にま たがる 業務について、 都道府県と 特別市が事務を共同処理する 場合は、 双方が負担金を支出する 仕組

みが考えら れる 。
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４ －４ 税財政制度のあり 方



 指定都市域内には、 道府県庁や警察本部など の多く の道府県機関・ 道府県有施設が設置さ れており 、 特別市移行

によ って、 多額の移管費用が発生する 可能性

こ れま での議論や整理

考え方

 既に指定都市域内にある 道府県有施設等の取り 扱いについては、 周辺住民の利用実態や施設の性質等を踏ま え

て、 施設の移管・ 統廃合を費用負担も 含めて、 道府県と 協議し ていく こ と になる 。

 人口減少社会等において、 公共施設の適正配置を考える 契機になる と と も に、 こ れから 高度経済成長 期に作ら

れた公共施設の維持更新見直し 時期を迎える 中、 移転等によ る コ ス ト が一時的にかかる 可能性がある 一方で、

将来的には維持管理コ ス ト の縮減など も 見込める 。

 具体的な施設再編等については、 特別市が法制化さ れた後、 移行に向けた協議の中で、 道府県・ 市間で詳細に

検討・ 協議をする べき 事項である 。

 道府県民や特別市民の利便性の観点から 、 特別市にそのま ま 設置する こ と が望ま し いと 考えら れる 施設は、 当

面、 特別市域に配置さ れた状況も 続く 可能性はある も のと 考える 。
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４ －５ 道府県有施設の取り 扱い


